
 
 

鹿児島市介護保険課受付番号札発券機のリース契約仕様書 
 

この仕様書は、鹿児島市介護保険課受付番号札発券機のリース契約に関するものである。
リース契約の内容は次のとおりとする。 
 
１ 業務の概要 
   順番待ちのシステムを一本化・簡略化し、分かりやすい案内をするとともに、多岐に

渡る介護保険の手続きや案内の円滑化を図ることを目的とした、受付番号札発券機の

リース契約を締結するもの。 

 
２ 規格等 

(1) 発券機 
  ア 発券機は、３業務タイプ発券機（既存品：ローレルバンクマシン社製ＩＮＣ−２３

０Ａ）とし、台数は１台とする。 
  イ 番号札の発券及び待ち人数の表示ができること。 
  ウ 発券機のカードには発券年月日のほか、簡易な文字情報が記載できること。 
  エ 受付件数や待ち時間等の統計が取れること。 
  オ 幅４０センチ・奥行き４０センチの範囲に収まるもの。 

(2) 操作器 
  ア 操作器は、操作性に優れたもの（既存品：ローレルバンクマシン社製操作器ＩＮＣ

−１２０Ａ）とし、台数は１台とする。 
  イ 任意で番号の表示及び消去が可能であること。 

(3) その他留意事項 
  ア 省スペース、省電力に配慮した機器を選定すること。 
  イ 機器の設置に当たっては、庁舎の維持管理及び災害時の避難誘導の支障とならな

いようにすること。 
  ウ 機器等の転倒や破損等を防止するなど、来庁者や職員の安全対策を十分に施すこ

と。 
 
３ 契約（履行）期間 
  契約期間 契約締結の日から令和１３年８月３１日まで（長期継続契約） 
  履行期間 令和８年９月１日から令和１３年８月３１日まで（６０か月） 

※実際の設置日については、発注者と協議の上決定する。 
 
４ 契約の内容 

(1) 機器のリース 



 
 

(2) 機器の導入・設置 
※リース期間満了後は、鹿児島市に無償譲渡するものとし、リース物件は固定資産税の
対象外とする。 

 
５ 設置場所 
  鹿児島市山下町１１番１号 

鹿児島市役所本館１階 介護保険課５番窓口 
 
６ 入札価格等 
  リース期間を６０月として１月当たりの金額を算定し、入札書には 1 か月分のリース

料を記載すること。ただし、消費税相当額及び地方消費税相当額は含まないこと。 
  なお、入札金額には、設定料、出張料、送料などの導入及び設置に係る経費、部品料、

既存機器の撤去費、リサイクルに係る経費、公租公課、動産総合保険料など、必要な経費
を全て見込むこと。リース期間満了後の物件は発注者に無償譲渡するものとする。 

 
７ 契約の締結 

（1）リース料 
入札により決定したリース料とする。 

（2）契約の締結 
    落札者（以下「受注者」という。）は、鹿児島市（以下「発注者」という。）から落

札決定通知を受けた日から５日以内に発注者との契約書及び敬悪に必要な書類を提
出すること。また、鹿児島市契約規則（以下「規則」という。）第２５条の規定に基
づく契約保証金を納めること。ただし、規則第２６条各号のいずれかに該当したとき
は当該保証金を免除する。 

（3）動産総合保険への加入 
規則第５９条の規定に基づき、受注者は、契約締結後、自らの負担で、発注者が賃

借する機器を対象とする動産総合保険を締結することとし、保険契約締結後直ちに
発注者に当該保険証書を提出すること。 

 
８ リース料金の支払い 

(1) 受注者は、発注者に対し、当該月のリース料の請求を翌月１０日までに行うものと
する。 

(2) 発注者は、受注者の請求を正当と認め、これを受領した日から３０日以内に当該請
求に係る金額を受注者に支払うものとする。 

 
９ 特記事項 



 
 

(1) 受注者は、落札決定後、必要に応じて導入設置作業を発注者と別途協議した上で実施
すること。 

(2) 本仕様書に記載が無い場合でも、機器等の正常な動作に必要な部品や設定作業など
がある場合は、受注者が適宜付加すること。 

(3) 受注者は、搬入に際しては、安全対策に心がけ、事故等がないよう十分に注意し、ま
た機器の取扱いには十分注意すること。 

(4) 受注者は、搬入に際して発生した梱包材等は持ち帰った上で、適正に処分すること。 
(5) 機器の搬入・配置等詳細については、発注者の指示に従うこと。 
(6) 受注者は、機器の納品後速やかに、職員に対して導入研修を実施すること。ただし、

発注者がその必要がないと認めたときには研修を行わないことができる。 
(7) 契約期間内の不具合等については、迅速な対応をとること。故障の際は、受注者もし

くは受注者が指名した業者が受注者と連携して対応すること。 
 
１０ その他 

    契約内容の遂行にあたっては、関係法令、条例等のほか、市の服務規律、情報セキ
ュリティ及び環境保全に向けた取り組みを遵守すること。 


